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資料２－１ 

 

 

観測点のあり方、設置条件に関する検討事項 

 

 

【Ⅰ】防災対応の指標として、ある場所の震度を計る際に必要な条件とは 

 ○震度に関して問題とされる例 

※発表される震度が、付近の揺れと比べて常に大きい(小さい)。 

※小さい震度ではそれ程でもないが、大きな震度では付近の揺れとの差が大きい 

※隣接する観測点で、震度の差が大きい 

※隣接する観測点で、一方は、すぐに震度１以上となる（震度１以上の回数） 

 ○どういう施設に設置すべきか 

※地域の防災拠点となる役場、消防署などのほかに、どんなところがあるか 

※震度データを確実に伝達するため、通信経路の多重化を考慮して、無線通信系を確

保できる役場などに設置する例が多い。市町村合併等で無線通信系の設備が無くな

る場所では、どのように震度観測を継続すれば良いか 

 ○どういう設置方法が良いか 

※震度計台は建物や柱状構造物からどの程度離すべきか 

※設置候補地の近くに段差や斜面がある場合、どれくらい離すべきか 

※震度計台の形状やサイズはどういうものが適しているのか 

※建物内に設置することの適否をどう考えるか 

  ○代表性確保のために考慮すべきこと 

※地域内に揺れやすいところと揺れにくいところがあり、その差が大きい場合、どこ

で観測するのが良いか 

※人口密集地に比べて震度観測点の地盤が柔らかく、発表される震度が大きめになる

場合、どの程度なら問題ないか。（人口密集地に比べて震度観測点の地盤が固く、

発表される震度が小さい場合、どの程度なら問題ないか） 

※人の住んでいないところに観測点があっても、人口密集地の揺れと概ね合っていれ

ば、その地域の代表値として問題ないか 

 

 

【Ⅱ】移設、新設時に確認しておくべき事項とは 

 ○観測場所としての適否をどのように評価するか 

※盛土などの場合、地盤として問題ないことをどのように確認するか 

※簡便に行える良い方法はあるか 
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【Ⅲ】観測点の点検として実施すべき事項とは 

  ○必要な点検項目、内容とは何か 

※環境の変化 

※機器の動作状態（劣化） 

 

 

【Ⅳ】情報発表する際に留意すべき事項とは 

 ○情報発表名称を決定する際に留意すべきことは何か 
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資料２－２ 

 

岩手県洋野町大野の震度計台の調査について 

 
 岩手県洋野町大野の震度観測点について、震度計台の埋設状況等の調査を行った。 
 
１．設置場所の状況 

震度計台は岩手県洋野町役場大野庁舎の敷地内、隣家との土地境界にある高さ 1.6
ｍ程度の斜面の上端付近に設置してある。 

 
２．調査結果概要 

・震度計設置箇所付近は、庁舎建設時（昭和４７年）に盛り土を行った場所（洋野町役

場大野庁舎の職員より聴取）。 
・周辺の住民等から、震度が大きいのではないかとの声があったとのこと。 
 
・震度計台付近の地盤の斜面は、全体として崩れかけている様子が見られ、また、震度

計の北西側に位置する排水枡のコンクリート部に幅約４ｃｍの亀裂が認められた。 
・別途実施した地盤調査から、埋設箇所周辺の地盤が緩いことが分かった。 
・震度計台直下２０ｃｍ程度のところに、直径３３ｃｍの土管が埋設してあった。 
 

震度計台の設置位置、埋設状況・寸法等を図１、２に、地盤調査結果を図３、４に示

す。また、震度計台付近の斜面の様子を写真１、排水枡コンクリート部の亀裂の様子を

写真２、設置作業及び埋設状況の様子を写真３～７に示す。 
 
３．異常な震度を観測した原因について 

（１）震度計の設置地点が斜面に近いこと、当該箇所が盛り土でありかつ緩い地盤であっ

たことから、揺れが増幅されやすい条件にあったことが推測される。 
（２）震度計台直下に土管が埋設されていたことから、震度計台直下の地盤が不均質な状

態となっており、揺れに影響を与えた可能性がある。 
 
４．今後の対策 

 震度計が上記のような地盤条件等の場所に設置されないよう、設置環境の基準や要領の

改善を検討する。 
（具体的な内容については、震度に関する検討会にて検討を行う。） 
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図３ 表面波探査の測線位置図 

図４ 震度計付近の測線の断面図 
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写真３ 北西断面側開削終了

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コンクリート枡 

写真６ 震度計台周囲開削終了後 

写真７ 震度計台撤去後 

土管ジョイント部

写真５ 砂利撤去後 

写真４ コンクリート枡の蓋撤去

写真１ 震度計台付近斜面 写真２ 排水枡コンクリート部の亀裂 

震度計台コンクリート枡

（変電施設フェンス奥） 

亀裂 
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岩手洋野町大野
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差（計測震度）

回
数

気象庁の臨時震度計と岩手県の洋野町大野震度計との比較
期間：2008/07/25 18:00 ～ 2008/10/28 12:00

2008/09/11 09:20 深さ31km Ｍ7.1 十勝沖 2008/09/22 16:31 深さ152km Ｍ5.6 津軽海峡

2008/08/09 00:53 深さ52km Ｍ5.4 青森県東方沖 2008/08/16 17:20 深さ81km Ｍ4.0 青森県三八上北地方

2008/07/25 18:00から2008/10/28 12:00の期間中に，
気象庁の臨時震度計と岩手県の洋野町大野震度計で震
度を観測した４地震について，比較を行った．

岩手県震度計が気象庁臨時震度計に比べて，平均で
1.6（計測震度）大きい．

(岩手県震度計－気象庁臨時震度計)
差の平均値 ： 1.6
差の標準偏差： 0.15

気象庁臨時震度計：震度１(0.8)
岩手県震度計 ：震度３(2.6)

岩手洋野町大野

気象庁臨時震度計：震度１(0.8)
岩手県震度計 ：震度３(2.5)

岩手洋野町大野

気象庁臨時震度計：震度１(0.6)
岩手県震度計 ：震度２(2.1)

岩手洋野町大野

気象庁臨時震度計：震度１(0.9)
岩手県震度計 ：震度２(2.4)

岩手洋野町大野
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震度計の設置環境変動 

庁舎と地盤における震度の違い 

 

 4 階建て程度の地方自治体庁舎で一般的な建物 1 階では周辺の自由地盤に比較して平均して

約 0.2 程度計測震度が小さくなることが指摘できる。逆に、建物 4 階フロアでは自由地盤に比較

して約 0.8 の震度増加がみられる。 
 

神山・長内・松川(2007)：地盤－建物アレー観測による震度の設置環境変動、日本地震工
学会論文集、第 7 巻、第 2 号（特集号） 
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平成１９年１０月一部改訂
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（３）震度観測体制について

　平成１９年１０月現在、気象庁が発表する震度情報に活用している観測点は、約　平成１９年１０月現在、気象庁が発表する震度情報に活用している観測点は、約

４２００地点となっています（以下の震度観測点分布図を参照）。これらの震度計４２００地点となっています（以下の震度観測点分布図を参照）。これらの震度計

は、気象庁の他、都道府県等地方公共団体、（独）防災科学技術研究所により整備・は、気象庁の他、都道府県等地方公共団体、（独）防災科学技術研究所により整備・

運営されています。運営されています。

　観測結果は、各管区気象台等、都道府県庁または（独）防災科学技術研究所等に　観測結果は、各管区気象台等、都道府県庁または（独）防災科学技術研究所等に

電話回線や防災行政無線等を使用し集約・処理され、地震発生から数分後には、気電話回線や防災行政無線等を使用し集約・処理され、地震発生から数分後には、気

象庁へ提供されます。象庁へ提供されます。

　なお、気象庁は、震度計の設置環境を事前に調査し、その評価を踏まえ震度情報　なお、気象庁は、震度計の設置環境を事前に調査し、その評価を踏まえ震度情報

に活用しています。に活用しています。

＜震度情報に活用している震度観測点＞

□：気象庁        619地点

●：地方公共団体    2,836地点

●：防災科学技術研究所  781地点

 

平成19年10月現在 

沖縄県 
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防衛省

危機管理センター

防衛省

内閣府

海上保安庁

警察庁

消防庁

報道機関
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